
書面掲示事項 

 
保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項 

について掲載しています。 

調剤基本料に関する事項 

 
当薬局は茨木店・久御山店・吹田店・背戸口店は調剤基本料３－ロ、 

その他の店舗では調剤基本料３－ハの施設基準に適合する薬局です。 

 

調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項 

調剤管理料 

患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情

報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画（RMP）、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び

評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行って

います。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。 

服薬管理指導料 

患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作

用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の

服用に関し、基本的な説明を行っています。 

薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬

の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行

っています。 

薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等につい

て、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。 

 

医療情報取得加算・医療 DX推進体制整備加算に関する事項 

医療情報取得加算 

当薬局は、マイナ保険証の利用やオンライン資格確認から過去の薬剤情報や特定検診

の結果などの情報を取得し、より多くの情報に基づいた服薬指導を実施いたします。 

国が定めた調剤報酬算定要件に従い、調剤報酬点数を算定致します。 

医療 DX 推進体制

整備加算 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ オンラインによる調剤報酬の請求 

・ オンライン資格確認を行う体制・活用 

・ 電子処方箋により調剤する体制 

・ 電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制 

・ 電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制 

・ マイナ保険証の利用率が一定割合以上 

・ 医療 DX推進の体制に関する掲示 

・ サイバーセキュリティの確保のために必要な措置 

 

取扱い公費に関する事項 

かかりつけ薬剤師

指導料及びかかり

つけ薬剤師包括管

理料 

当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。 

・ 保険薬剤師の経験３年以上 

・ 週 32時間以上の勤務 

・ 当薬局へ 1年以上の在籍 

・ 研修認定薬剤師の取得 

・ 医療に係る地域活動の取組への参画 

患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医

療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を

一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。 

 

 



 

 

後発医薬品調剤体制加算に関する事項 

 

当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合

に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付 1 回につ

き算定しております。先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。 

 

※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が

必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下

さい。 

後発医薬品調剤体

制加算１算定店舗 

我孫子店・グリーン店・中百舌鳥店 

後発医薬品調剤体

制加算 2算定店舗 

上野東店・久御山店・神社前店・住之江店・長吉店・なんば店・針中野店・平野店 

・八尾店・矢田店 

後発医薬品調剤体

制加算 3算定店舗 

尼崎店・茨木店・柏原店・北田辺店・喜連店・背戸口店 

 

 

 

明細書発行に関する事項 

 

当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領

収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しておりま

す。公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行

することとしております。 

なお、明細書には、使用した医薬品の名称が記載されるものですので、その点、御理解い

ただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発

行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 

 

連携強化加算に関する事項 

連携強化加算 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 第二種指定医療機関の指定 

・ 新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知 

・ 新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有 

・ 災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加計

画・実施 

・ オンライン服薬指導の整備・セキュリティー全般に対する対応 

・ 要指導医薬品・一般用医薬品・検査キットの販売 

 

 

 

 

 

 

 

取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について 

 

当薬局は、生活保護法・感染症法・障害者自立支援法（※）等の各種公費負担医療のほ

か、労災保険に係る処方せん（※）も調剤いたします。 

（※）障害者自立支援法・労災保険の取り扱いについては各店舗までご連絡下さい。 

夜間・休日等加算について 

 

平日 19：00～翌日 8：00まで。土曜日 13：00～翌日 8：00 まで。 

日曜日．祝日の開局日 

※1月 2、3日 12月 29、30、31日も対象となる場合があります。 



在宅薬学総合加算１に関する事項 

 （柏原店・喜連店・久御山店・吹田店・神社前店・背戸口店・天満店・長吉店・針中野店は除く） 

在宅薬学総合加算１ 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出 

・ 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制（在宅協力薬局

との連携を含む）及び周知 

・ 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講 

・ 医療材料・衛生材料の供給体制 

・ 麻薬小売業者免許の取得 

・ 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績（年 24回以上） 

 

 

地域支援体制加算に関する事項 

（該当店舗：北田辺店・グリーン店・住之江店・八尾店・平野店・矢田店・上野東店・中百舌鳥店） 

地域支援体制 

加算３ 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

（体制基準） 

・ 1,200品目以上の医薬品の備蓄 

・ 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通 

・ 医療材料・衛生材料の供給体制 

・ 麻薬小売業者の免許 

・ 集中率 85％以上の場合、後発医薬品の調剤割合が 50％以上 

・ 当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制 

・ 診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制 

・ 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制 

・ 在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績（薬局あたり年 24回以上） 

・ 在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等 

・ 医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集 

・ プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み 

・ 副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備 

・ かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出 

・ 管理薬剤師の実務経験（薬局勤務経験 5 年以上、同一の保険薬局に週 32 時間以

上勤務かつ１年以上在籍 

・ 薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備（研修計画・受講等） 

・ 患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制 

・ 要指導医薬品・一般用医薬品の販売（48薬効群）・緊急避妊薬の備蓄 

・ 健康相談・健康教室の取り組み 

・ 地域内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止 

 

 

個人情報の取り扱いについて 

 

１．基本方針 

当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(厚生労働省

策定。以下、「ガイダンス」)に従い、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個

人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。 

２．具体的な取り組み  

当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。 

（１） 個人情報保護法およびガイダンスをはじめ、関連する法令を遵守します。 



（２） 個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責

任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。 

（３） 個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止

に努めます。 

（４） 個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合

には、これを改善します。 

（５） 個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外に

は使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、

個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。 

（６） 業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で

取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。 

（７） 個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。 

３．相談体制 

当薬局は次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応し

ます。 

（１） 個人情報の利用目的に同意しがたい場合 

（２） 個人情報の開示、訂正、利用停止など（法令により応じられない場合を除く） 

（３） 個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合 

（４） その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合 

 

当薬局の個人情報の利用目的 

 

当薬局は、個人情報を下記の利用目的達成に必要な範囲で利用いたします 

 
１．患者様への薬局で行う医療・介護の提供に必要な利用目的  
（１）薬局の内部での利用に係る事例  
①当薬局が患者様等に提供する医療・介護サービス  
②医薬品の安全な使用をして頂くために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレ
ルギー、体質、併用薬、残薬、ご住所や緊急時の連絡先など) 

③保険事務（公的保険、民間保険） 
④管理運営業務のうち、  
ア、会計・経理   イ、医療事故等の報告   ウ、副作用の報告    
エ、患者様からのお問い合わせ対応 
オ、患者様への医療・介護サービスの向上、従業員教育 （研修、発表会等の資料

として利用する場合は、個人が特定できないように匿名化を行います。） 
（２）他の事業者等への情報提供を伴う事例  
①当薬局が患者様に提供する医療・介護サービスのうち、  
ア、他の薬局、病院、診療所、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との

連携    
イ、他の医療機関等からの照会への回答  
ウ、処方せん記載内容等の処方医への疑義照会、医師等の意見・助言を求める場

合      
エ、家族等への薬に関する説明、情報提供  

②保険事務のうち、  
ア、審査支払機関へのレセプト等の提出     
イ、審査支払機関等保険に関わる機関からの照会への回答    
ウ、審査支払機関又は保険者への照会 

③薬剤師賠償責任保険などに係る、薬剤師会、保険会社等への相談又は届出等 
 
２．上記以外の利用目的 
（１）薬局で行う医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
（２）学生実習や薬剤師研修への協力 
（３）薬局内外での事例研究、学会発表、学会誌等への投稿、地域医療向上のための

資料（個人が特定できないように匿名化を行い、匿名化が困難な場合は本人等
の同意をいただきます。） 



（４）地域薬剤師会への意見・助言・協力等を求める場合（協力が得られる範囲において
最小限の利用といたします。） 

（５）外部評価（監査）機関への情報提供  
 
３．当社での利用目的 
当薬局は複数の薬局からなる株式会社となっています。個人情報利用の範囲は当社内
となりますが、前述の利用目的の範囲内で利用いたします。 

 
４．業務委託 
当薬局では、廃棄物処理業務、保管業務、配送業務、本社事務処理等の一部を委託し
ておりますが個人情報が外部に漏れないよう委託契約を結び法令を遵守しています。 

 
５．その他 
上記の利用目的の中で同意し難い事項がある場合は、その事項についてお申出くださ
い。特にお申し出のない場合は、上記の利用目的にご同意戴したものとさせて頂きま
す。同意及び留保は、その後、お申し出によりいつでも変更することができます。万が
一、ご同意が頂けない場合には、項目によって処方せん調剤等薬局が行う医療・介護
サービスに際し、適切なサービスの提供に支障が出る場合がありますのであらかじめご
了承頂くか、ご相談頂きますようお願いいたします。 

 

 

指定居宅療養管理指導事業者運営規程 

 

 この運営規定は青葉堂グループ各店舗（以下、「事業者」という）が開設する事業所が行

う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導（以下、「居宅療養管理指導等」

という。）の業務の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定

める。 

（事業の目的） 

第１条 当事業所の従業者が実施する居宅療養管理指導等は、要介護者または要支援

者（以下、「利用者」という）が居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自

立した日常生活を営むことができるよう、医師および歯科医師（以下、「医師等」と

いう）が交付した処方箋の指示に基づき通院が困難な利用者に対して、その居宅

を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の薬学的管

理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。 

（運営の方針）第２条 

１ 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅 

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する 

薬剤師は利用者の居宅を訪問し、その心身の状況、生活環境等を把握し、それらを踏 

まえて療養上の薬学的管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るもの 

とする。 

２ 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努 

める。 

３ 事業所は地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援 

センター、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者 

との密接な連携に努める。 

４ 居宅療養管理指導の提供にあたっては、市町村介護保険事業計画の作成等のための 

調査及び分析に関する情報その他必要な情報を得た時はそれらを活用し、適切かつ有 

効に行うよう努める。 

５ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと 

 ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 



６ 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。 

  ・薬局は保険薬局であり、従事する薬剤師は保険薬剤師であること。 

  ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。 

  ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。 

  ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談する 

   スペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。 

  ・居宅療養管理指導等の提供に必要な設備および備品を備えていること。 

（従業者の職種、員数） 

第３条 居宅療養管理指導等の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

   （１）管理者 １名（常勤薬剤師） 

     管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定 

されている居宅療養管理指導等の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべ 

き事項についての指揮命令を行う。     

（２）従業者  薬剤師       

居宅療養管理指導等の提供に当る薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う 

利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とし、以下の第４条に 

規定する事項を職務内容とする。 

（職務の内容）第４条 

１ 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供にあたっては、医師等の交付する処方せん 

の指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的 

な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が利用者のＡＤＬやＱＯＬに及ぼしている影響 

を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切 

に行う。 

２ 医師等に対し、居宅療養管理指導等の訪問結果について報告し、必要な情報提供を 

文書で行う。 

３ 利用者を担当する介護支援専門員に対し、提供したサービスの内容について文書等 

にて情報提供を行う。 

４ 必要に応じ他のサービス事業者に報告を行う。 

５ 提供した居宅療養管理指導等の内容については、記録を行い完結の日から５年間保 

存する。 

（営業日および営業時間） 

第５条 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時

間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。 

 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により連絡が可能な体制とする。利用者には、

営業時間外の連絡先も伝達する。 

（通常の事業の実施地域） 

第６条 通常の実施地域は、各薬局の所在する市区町村の区域とする。  

（利用料その他の費用の額） 

第７条 １ 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。 

   ２ 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家 

族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。 



   ３ 居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの距離により往復交通費を実費 

徴収することがある。自動車を利用した場合も実費徴収することがある。 

（緊急時等における対応方法） 

第８条 １ 担当薬剤師は居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他 

緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。 

   ２ 事業所は、利用者に対する居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合 

は、その程度に応じ市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支

援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。 

   ３ 担当薬剤師及び事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ 

いて記録をする。 

   ４ 事業所は、利用者に対する居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発 

生した場合には、検討のうえ損害賠償を行う。 

 

（苦情処理） 

第９条 １ 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合には、迅速かつ適切に対応 

するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。 

   ２ 事業所は、提供した居宅療養管理指導に係る利用者からの苦情に関して関係す 

る行政機関（市町村、国民健康保険団体連合会等）の調査に協力するとともに、関 

係する行政機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って 

必要な改善を行う。 

（個人情報の保護） 

第 10条 １ 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する 

法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情 

報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努める。 

   ２ 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 

   ３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させる 

ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業 

者との雇用契約の内容とする。 

   ４ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同 

意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得て 

おくこととする。 

（虐待防止に関する事項） 

第 11 条 １ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため

次の措置を講ずる。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが 

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周         

知徹底を図る。 

 （２）虐待防止のための指針の整備 

 （３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 

 （４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高 



齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速 

 やかに、これを市町村に通報する。 

 ３ 事業所は、身体拘束等は廃止すべきものという考えに基づき、従業者全員への周知 

徹底及び身体拘束等の研修を実施する。 

（衛生管理等） 

第 12条 １ 事業者は、従業者の健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の 

設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。 

    ２ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号 

に掲げる措置を講じるものとする。  

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する 

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を開催 

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。  

      （２） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。  

      （３） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため 

の研修及び訓練を定期的に実施する。 

（利益供与の禁止） 

第 13条 事業者は、関係する事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業

者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与し            

ないものとする。 

（業務継続計画の策定等） 

 第 14条 １ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介 

護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図る 

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い 

必要な措置を講じるものとする。  

    ２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修 

及び訓練を定期的に実施するものとする。  

    ３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計 

画の変更を行うものとする。 

（認知症ケアについて） 

第 15条 事業所は、認知症状のある利用者の個性を尊重するケアのため次の取組みを 

おこなうものとする。 

 （１）利用者に対する認知症ケアの方法等について、介護者に情報提供し、共に実践

する。 

   （２）利用者に継続的に関わることで、様子や変化をとらえ、介護者や介護支援専門 

員を通じて他のサービス事業者や医療機関と共有することで、よりよいケアの提 

供に貢献する。 

（３）認知症に関する正しい知識やケアを習得し、専門性と資質向上を目的とした研修 

     を実施する。 

（記録の整備） 

第１6条 １ 事業者は、実施する、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備す 

るものとする。 



    ２ 事業者は、利用者に対する居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に定め 

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存する。また、利用者またはその代 

理人の求めが正当であった場合にはそれに応じ、必要な部分又は全部を開示 

し、又はその複写物を交付するものとする。 

      （１）居宅療養管理指導計画 

      （２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

      （３）利用者に関する市町村への通知に係る記録 

      （４）苦情の内容等に関する記録 

      （５）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（その他運営に関する重要事項） 

第 17条 １ 業所の職員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はそ 

の家族から求められたときは、これを提示するものとする。 

   ２ 事業所は、居宅療養管理指導等の資質向上のために研修の機会を設けるものと

する。 

  ３ 事業所は、適切な居宅療養管理指導の提供を確保する観点から、職場において行 

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ 

相当な範囲を超えたものにより居宅療養管理指導等の就業環境が害されることを 

防止するため当社のハラスメント防止規定を理解のうえ就業する。 

   ４ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理 

者との協議に基づいて定めるものとする。    

 

 

 

 

 

 

介護保険サービス提供事業者としての掲示 

 

当社グループの介護保険に関する取り扱いは以下のとおりです。 

１． 提供するサービスの種類  居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導 

 

２． 営業日および営業時間 当社グループ各薬局の営業日 

 営業時間はホームページ内の各店舗ページにて ご確認ください。 

 なお緊急時は上記の限りではありません。 

 

３． 利用料金 

  単一建物居住者が 1人   518単位（情報通信機器を用いて行う場合は 46単位） 

  単一建物居住者が 2～9人   379単位（情報通信機器を用いて行う場合は 46単位 

  単一建物居住者が 10人以上  342単位（情報通信機器を用いて行う場合は 46単位） 

  ※「情報通信機器を用いて行う場合」とは、在宅での療養を行っている患者であって通院

が困難なものに対して情報通信機器を用いた服薬指導を実施した方が対象となります。 

長期収載品の選定療養について 

 

  2024 年 10 月 1 日から後発医薬品でなく先発品（長期収載品）を希望した場合に、両者

の差額の 4 分の 1 を患者さんご自身が自己負担する仕組み（選定療養）が導入されていま

す。 

後発医薬品への変更について、ご相談がありましたらお声掛けください。 

※ただし医師の指示や供給が不安定な医薬品等は引き続き保険給付対象の場合もありま

す。 



※厚生労働省案内チラシ 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


